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国民年金保険料の納付に困ったら・・・
　所得が少ないなど、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、申請手続きをすることで保険料の免除
または納付の猶予を受けられる制度があります。平成２８年度（平成２８年７月～平成２９年６月分）の申請の受け付け
が７月１日から始まります。
　なお、申請時点から２年１カ月前までさかのぼって申請することができます。

年金反映額
平成２６年度平成２７年度平成２８年度

１５,２５０円１５,５９０円１６,２６０円

８分の４０円０円０円全額免除

８分の５３,８１０円３,９００円４,０７０円４分の３免除

８分の６７,６３０円７,８００円８,１３０円半額免除

８分の７１１,４４０円１１,６９０円１２,２００円４分の１免除

反映されない０円０円０円納付猶予

【審査基準】

所得基準（申請年度の前年所得）所得審査対象者免除の種類

（扶養親族等の数＋１）×３５万円＋２２万円

本人・配偶者・世帯主

全額免除

７８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等４分の３免除

１１８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等半額免除

１５８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等４分の１免除

（扶養親族等の数＋１）×３５万円＋２２万円本人・配偶者納付猶予

平成２８年度以降の申請から対象年齢が３０歳未満から５０歳未満に
拡大します !!

【追納制度】
　免除・納付猶予した保険料は、１０年以内であれば、後から納めることで、老齢基礎年金の受給額を満額に近づ
けることができます。（ただし、３年目以降に納付する場合、加算金がつきます。）
■問い合わせ先　半田年金事務所　�（２１）２３２２　住民福祉課国保年金係　�（４８）１１１１（内１１１６）

　ほくぶ幼稚園では、一人一人の個性を大切にし
ながら、友達や周りの仲間と接する中で、思いや
りの心を育てています。夏休み前に、子どもたち
の生活や遊ぶ様子を見てください。申し込みは不
要です。

■日　時　７月１５日（金）午前９時３０分～
　▽自由見学　午前９時３０分～
▽説明会　午前１０時４５分～午前１１時４５分（遊戯
室）

※　駐車場は、阿久比スポーツ村第２駐車場を
ご利用ください。

　※　スリッパと下靴入れをご持参ください。
■問い合わせ先

　ほくぶ幼稚園　�（４８）５６０５
　子育て支援課　�（４８）１１１１（内１１０４）

定額保険料（月額）と
　　　　年金反映額

免除の種類

※　任意加入されている方や学生の方は、免除・納付猶予を申請できません。学生の方は、学生納付特例を
申請できます。


